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令和4年度の業績概要
　預金は前年度比0.32%増加の217,259百万円、貸出金は前年度比1.92%減少の93,435百万円となりました。一方収益面では、

業務純益が前年度比152百万円減少の272百万円となったものの、支援力強化に基づく与信先のランクアップ等により貸倒引当金が

戻入超に転じる等、臨時損益が改善されたことにより、経常利益は前年度比72百万円増加の304百万円、当期純利益は前年度比92

百万円増加の240百万円となりました。

令和4年度
貸出金

業種別内訳
（単位：％）

製造業�5.56

教育、学習支援業�0.19
医療・福祉�2.79

その他のサービス
4.30

物品賃貸業�0.05
学術研究、専門・技術サービス業�0.36
宿泊業�1.38
飲食業�1.86
生活関連サービス業、娯楽業�2.12

農業、林業�0.19
建設業�8.52

電気・ガス・熱供給・水道業�0.48
情報通信業�0.79
運輸業、郵便業�3.62

卸売業、小売業�7.09

金融・保険業�8.63

不動産業
12.29

地方公共団体
12.62

個人
（住宅・消費・
納税資金等）

27.05

過去３ヵ年の推移　預金残高
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お客さまに安心してご利用いただくため
健全な経営・収益力の強化に努めます
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自己資本額・自己資本の状況
　自己資本比率は、金融機関が保有する資産に占める自己資本

の割合であり、経営の健全性を示す最も重要な指標です。

　自己資本は、会員の皆さまからの出資金と、創業以来積み上

げてきた利益金などの合計で、リスク・アセットは各資産の回

収の危険度合（リスク・ウェイト）により算出しています。

　令和４年度の自己資本比率は前年度比0.31ポイント上昇の

12.61％となり、自己資本比率の国内基準であります4％を大

きく上回っております。
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不良債権に関する状況
　当金庫は、資産の健全性確保を目指し、不良債権処理に対して厳格な資産査定を実施し、適正な償却・引当を行っています。令和

4年度の不良債権比率は5.06％、保全率は91.81％であり、備えは万全です。

■ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権は、破
産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の
申立て等の事由により経営破綻に陥っている
債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権
です。

■ 危険債権は、債務者が経営破綻の状態には至
っていないが、財政状態及び経営成績が悪化
し、契約に従った債権の元本の回収及び利息
の受取りができない可能性の高い債権で、「破
産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当
しない債権です。

■ 要管理債権は、信用金庫法上の「三月以上延
滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和
債権」に該当する貸出金の合計額です。

■ 三月以上延滞債権は、元本又は利息の支払が
約定支払日の翌日から三月以上遅延している
貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる
債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金
です

■ 貸出条件緩和債権は、債務者の経営再建等を
図ることを目的として、金利の減免、利息の
支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他
の債務者に有利となる取決めを行った貸出金
で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、

「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該
当しない貸出金です。

■信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権 (単位：百万円）

債権区分 開示残高
（ａ）

保全額
（ｂ）

保全率
（ｂ）/（ａ）

引当率
(ｄ)/（ａ－ｃ）

担保・保証
等による

回収見込額
（ｃ）

貸倒引当金
（ｄ）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権 544 544 508 35 100.00% 100.00%

危 険 債 権 4,020 3,669 2,988 680 91.27% 65.99%
要 管 理 債 権 185 147 138 8 79.34% 17.67%

三月以上
延滞債権 104 104 104 ー 100.00% ー

貸出条件
緩和債権 80 42 34 8 52.48% 17.67%

小 計（ Ａ ） 4,750 4,361 3,636 724 91.81% 65.07%
正 常 債 権（ Ｂ ） 89,068

総 与 信 残 高
（ Ａ ） ＋（ Ｂ ） 93,819

■不良債権　4,750百万円

■不良債権に対する保全額　4,361百万円

■自己資本額����11,673百万円

破産更生債権等 544百万円

危険債権 4,020百万円
要管理債権
185百万円

非保全
389百万円

引当金
724百万円

担保・保証 3,636百万円

不良債権の非保全額�389百万円に対し充分な自己資本を保有しております

不良債権
4,750百万円

正常債権
�89,068百万円


